
宇 都 宮 市 就 学 援 助 費 交 付 規 則  

昭 和 54 年 6 月 12 日  

教 育 委 員 会 規 則 第 6 号  

(目 的 ) 

第 １ 条  こ の 規 則 は ， 学 校 教 育 法 (昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ２ ６ 号 )第 １ ９ 条 の 規 定

に 基 づ き ， 経 済 的 理 由 の た め 就 学 困 難 と 認 め ら れ る 児 童 ， 生 徒 等 （ 学 校 教

育 法 第 １ ８ 条 に 規 定 す る 学 齢 児 童 及 び 学 齢 生 徒 並 び に 翌 年 度 に 小 学 校 入 学

を 予 定 し て い る 者 （ 以 下 「 入 学 予 定 者 」 と い う 。 ） を い う 。 以 下 同 じ 。 ）

の 保 護 者 に 対 し ， 就 学 援 助 費 (以 下 「 援 助 費 」 と い う 。 )を 交 付 す る こ と に

よ り ， 義 務 教 育 の 円 滑 な 実 施 に 資 す る こ と を 目 的 と す る 。  

(交 付 の 対 象 者 ) 

第 ２ 条  援 助 費 の 交 付 を 受 け る こ と が で き る 者 は ， 市 内 に 住 所 を 有 す る 市 立

又 は 国 公 立 小 中 学 校 の 児 童 ， 生 徒 等 の 保 護 者 及 び 学校教育法施行令（ 昭和２８

年政令３４０号）第９条の規定により宇都宮市立小中学校（以下「市立学校」という。）

に区 域 外 就 学 者 を す る 者 （ 以 下 「 区 域 外 就 学 者 」 と い う 。 ） の 保 護 者 で ，

次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る も の と す る 。  

(1) 生 活 保 護 法 (昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 １ ４ ４ 号 )第 ６ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 要

保 護 者 (以 下 「 要 保 護 者 」 と い う 。 ) 

(2)  要 保 護 者 に 準 ず る 程 度 に 困 窮 し て い る 者 (以 下「 準 要 保 護 者 」と い う 。) 

(援 助 費 の 種 類 等 ) 

第 ３ 条  援 助 費 の 種 類 及 び 内 容 は ， 別 表 の と お り と す る 。  

(交 付 額 ) 

第 ４ 条  援 助 費 の 交 付 額 は ，毎 年 度 予 算 の 範 囲 内 に お い て ,教 育 委 員 会（ 以 下

「 委 員 会 」 と い う 。 ） が 別 に 定 め る 。  

(交 付 の 申 請 ) 

第 ５ 条  援 助 費 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 （ 入 学 予 定 者 の 保 護 者 を 除 く 。 ）

は ， 就 学 援 助 費 受 給 申 請 書 （ 以 下 「 申 請 書 」 と い う 。 ） を 児 童 又 は 生 徒 が 在

学 す る 学 校 長 （ 以 下 「 学 校 長 」 と い う 。 ） を 経 由 し て , 委 員 会 に 提 出 し な け

れ ば な ら な い 。  



２  援 助 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 （ 入 学 予 定 者 の 保 護 者 に 限 る 。 ） は ， 申

請 書 を 直 接 委 員 会 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 (交 付 の 決 定 ) 

第 ６ 条  委員会は，前条第１項又は第２項の申請書を受理したときは，当該申請につい

て，その内容を審査し，援助費を交付するかどうか決定するものとする。 

２ 委員会は，前項の規定により交付の適否を決定したときは，前条第１項又は第２項の

申請をした者にその旨を通知するものとする。 

（ 事 務 処 理 の 委 任 ）  

第 ７ 条   援 助 費 の 交 付 を 受 け る 者 （ 入 学 予 定 者 の 保 護 者 を 除 く 。 ） は ， そ の

請 求 ,受 領 等 の 権 限 を 学 校 長 に 委 任 す る も の と す る 。  

（ 交 付 の 方 法 ）  

第 ８ 条  援 助 費 は ， 金 銭 に よ り 交 付 す る も の と す る 。  

（交付の取消し等） 

第９条 委員会は，援助費の交付を受けた者が，次の各号のいずれかに該当するときは，

その交付を取り消すものとする。 

(1) 第２条の規定に該当しなくなったとき。 

(2) 偽りその他不正な手段により援助費の交付を受けたとき。 

２ 委員会は，援助費の交付を受けた者が前項各号の規定に該当したときは，交付を受け

た援助費の全部又は一部を，その者から返還させることができる。 

（ 交 付 後 の 管 理 ) 

第 １ ０ 条  学 校 長 は ，当 該 年 度 に お け る 援 助 費 の 交 付 事 務 が 完 了 し た と き は ，

速 や か に 就 学 援 助 費 支 払 明 細 書 を 委 員 会 に 提 出 し ， そ の 確 認 を 受 け る も の

と す る 。  

２  学 校 長 は ， 援 助 費 の 交 付 事 務 を 適 正 に 管 理 し 執 行 す る た め ， 出 納 簿 等 を

備 え 付 け ， そ の 他 の 関 係 書 類 と と も に 保 存 す る も の と す る 。  

（ 様 式 ）  

第 １ １ 条  こ の 規 則 に 規 定 す る 申 請 書 等 の 様 式 は ,別 に 定 め る 。  

（ 補 則 ）  

第 １ ２ 条  こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か ，援 助 費 の 交 付 に 関 し 必 要 な 事 項 は ，

別 に 定 め る 。  



附 則 

この規則は，公布の日から施行し，昭和５４年４月１日から適用する。 

附 則（昭和５７年５月２６日教育委員会規則第５号） 

 この規則は，公布の日から施行し，昭和５７年４月１日から適用する。 

   附 則（昭和６３年１１月２８日教育委員会規則第４号) 

 この規則は，公布の日から施行する。 

   附 則（平成元年９月６日教育委員会規則第８号) 

 この規則は，平成元年１０月１日から施行する。 

   附 則（平成１７年３月２５日教育委員会規則第６号） 

 この規則は，平成１７年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２１年５月２５日教育委員会規則第８号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

この規則は，平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２３年３月２５日教育委員会規則第８号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

  附 則（平成２９年１月２７日教育委員会規則第２号） 

この附則は，公布の日から施行する。 

  附 則（平成２９年９月２２日教育委員会規則第７号） 

この附則は，平成２９年９月２３日から施行する。 

 

別表（第３条関係）  

種類 

交付対象者 

市内に住所を有する児童，生徒等の保護者 区域外就学者の保

護者 

要保護者 準要保護者 
要 保 護

者 

準 要 保

護者 

市 立 小

中学校 

市立学校

以外の公

立及び国

市 立 小

中学校 

市立学校

以外の公

立及び国

 



立小中学

校 

立小中学

校 

学用品費   ○ ○   

通学用品費   ○ ○   

校 外

活 動

費 

宿 泊

を 伴

わ な

い も

の 

  ○ ○   

宿 泊

を 

伴 う

もの 

  ○ ○   

体育実技用具

費 
  ○ ○   

新入学児童生

徒学用品費等 
  ○ ○   

入学準備金    ○  ○    

修学旅行費 ○ ○ ○ ○   

通学費   ○ ○   

児童会費・生徒

会費  

  ○  ○    

ＰＴＡ会費    ○  ○    

クラブ活動費    ○  ○    

学校給食費   ○   ○ 

医療費 ○  ○  ○ ○ 

   


